
 

                       北九州市監査公表第４号  

                         令和８年２月２０日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         梅 田 久 和  

                 同         鷹 木 研一郎  

同         大久保 無 我  

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を行ったの

で、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

 

１ 監査の対象 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が資本金、基本金等の４

分の１以上を出資している団体のうち、次の７団体を抽出し、令和６年度及

び令和７年度（令和７年４月から同年６月末日まで）の当該団体における出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（１）公立大学法人北九州市立大学 

（２）公益財団法人アジア成長研究所 

（３）公益財団法人北九州国際交流協会 

（４）公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム 

（５）北九州高速鉄道株式会社 

（６）公益財団法人北九州市どうぶつ公園協会 

（７）北九州埠頭株式会社 

 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

関係職員から説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

３ 監査の期間 

  令和７年７月４日から令和８年１月２９日まで 

 

 

 



 

４ 事業の概要及び監査の結果 

（１）公立大学法人北九州市立大学 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公立大学法人北九州市立大学（以下「市立大学」という。）は、大

学を設置し、管理することにより、産業技術の蓄積、アジアとの交流

の歴史及び環境問題への取組といった北九州地域の特性を活かし、豊

かな未来に向けた開拓精神に溢れる人材の育成及び地域に立脚した高

度で国際的な学術研究拠点の形成を図り、もって地域の産業、文化及

び社会の発展並びに魅力の創出に寄与するとともに、アジアをはじめ

とする世界の人類及び社会の発展に貢献することを目的としている。 

 

（イ）現況 

市立大学は、昭和２１年に旧小倉市により創立された小倉外事専門

学校を前身として、以後、学部の増設、再編を図りながら平成１７年

４月１日に公立大学法人へ移行した。現在、外国語学部、経済学部、

文学部、法学部、国際環境工学部、地域創生学群の５学部１学群及び

大学院で構成され、令和７年５月１日現在の学生数は６，２１８人と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（ウ）組織 

市立大学の組織は、次のとおりである。 

                     （令和７年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）市との関係 

市は、市立大学の設立に当たり、資本金１８３億２０万円を全額出

資するとともに、大学運営に当たり、令和６年度は、運営費交付金２

５億９，７６９万円、施設整備補助金５億１，７９５万円を支出し、

令和７年度は６月までに運営費交付金１７億９，４９２万円を支出し

ている。 

 

 

副理事長 

1 人 

監 事 

２人 

理 事 

( 学 内 ) 

３人  

学部等（５学部＋  

１学群） １９８人  

大学院（４研究科）

９人 

付属施設等（ 12 施 設）

５８人  

理 事 

( 学 外 ) 

２人  

理 事 長 

1 人  

役 員 

副学長 

(理事) 

副学長 

1 人  

事務局（11 課）  

２１１人  

副学長 

(理事) 

は兼任 

事務局長 

(理事) 

副学長 

1 人  

学 長 

(副理事長) 



 

イ 監査の結果 

    監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていたが、一部に次のような事項が認められた。これについては、適

切な措置を講じられたい。 

 

（ア）契約事務について 

令和６年度の北方キャンパス学内除草業務委託について、別の業務

委託である北九州市立大学北方キャンパス屋外清掃業務委託における

オープンキャンパス行事前の除草業務と、同一時期かつ同一場所で実

施されているものがあった。委託契約に際しては、業務が重複しない

よう仕様書の内容を精査すべきである。 

市立大学会計規則では、予算責任者は予算の適正な執行に努めなけ

ればならないと規定している。また、市立大学契約規程では、予定価

格は仕様書、設計書、取引の実例価格、市場調査等を考慮して適正に

定めなければならないと規定しており、この規程に定めのない事項に

ついては市の例によるとしている。さらに、市技術監理局が定めた市

委託業務要綱では、委託に当たっては、委託業務の内容及び範囲を明

らかにするとともに、その仕様を定めなければならないこと、予定価

格の設定に当たっては、経済的な数量、時間、経費等の把握に努め、

客観的かつ適正に積算を行うことを規定している。 

適正な事務処理をされたい。 

 

市立大学の令和６年度（第２０期）の収支状況を見ると、経常損益は

、役員に対する報酬及び教職員に対する給与等の増加や光熱水費の高騰

等による一般管理費の増加などから、前年度の１億４，６６７万円の経

常損失から１億５，５５５万円の経常損失となった。また、目的積立金

取崩収入を加味した総利益は８，１８１万円となっており、前年度と比

べて３４億９，０３３万円減少した（前年度は、会計基準改訂に伴う臨

時収益３４億２，６６４万円が発生したことにより、当期総利益３５億

７，２１４万円を計上。）。 

市立大学は、令和５年度から第４期中期計画（令和５年度～令和１０

年度の６年間）に基づき、教育、研究、地域貢献、管理運営の各分野で

の変革を進めることにより、学生や企業などに価値ある大学として選ば

れ、更に発展していくことを目指している。 

今後とも、ＤＸの推進など中期計画で定めた業務運営の改善及び効率



 

化に関する目標を達成するための措置等を講じ、市立大学が知の拠点と

して、まちを支える人材を輩出し、これら人材の市内への定着を図ると

ともに、大学発の優れた技術の実用化等により新産業の創出に資するな

ど、更なる地域への貢献を期待する。 



 

（２）公益財団法人アジア成長研究所 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公益財団法人アジア成長研究所（以下「研究所」という。）は、ア

ジアの経済・社会問題の研究を行うとともに、アジアの発展に関わる

問題への知識と理解を深めることに貢献し、国際学術交流を促進する

ことを目的としている。設立は平成元年９月１日（平成２年１月１日

財団法人化）であり、平成２４年４月１日に公益財団法人へと移行し

た。 

 

（イ）現況 

研究所は、前記の事業目的を達成するため、アジアの経済・社会等

に関する調査・研究及びその成果の刊行、セミナー・研究会、市民向

け講座等の開催、国内外の研究機関、教育機関との研究協力・連携等

の事業を実施している。 

 

（ウ）組織 

研究所の組織は、次のとおりである。 

（令和７年６月３０日現在） 

 
 

第三研究グループ   ７人 

（ 研 究 部 長 の 兼 務 含 む ) 

評議員会 

  評議員 ９人 

監事  ２人 

事務局長 

１人  

事務局次長 

１人 

事務局職員 

４人  

理事会 理事 ８人 

 

理事長(代表理事) １人 

   ※調査部長兼務 

 

所長※研究部長兼務  １人 

 

理事 ６人  

      

研究部長 

１人  

第一研究グループ  １２人 

第二研究グループ   ６人 

調査部長 

１人 

調査グループ     ６人 

（ 調 査 部 長 、 研 究 員 2 名 の 兼 務 含 む ）  



 

（エ）市との関係 

市は、基本財産９億３，７３５万円のうち７億６，０３５万円（８

１．１％）を出捐しているほか、補助金を令和６年度は１億４，００

０万円、令和７年度は６月までに３，５００万円を支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

研究所の令和６年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は１億５，

２９９万円となっており、前年度と比べて１５６万円減少した。この主

な理由は、学会開催に伴う助成金収入の減少や、科学研究費に係る間接

経費収入の減少などによるものである。 

また、経常費用の合計額は１億６，２３６万円となっており、前年度

と比べて３８７万円減少した。この主な理由は、学会開催経費の減少や

図書購入費の見直しによる支出抑制などによるものである。 

その結果、当期一般正味財産増減額と当期指定正味財産増減額に前期

末の正味財産期末残高を加えた当期の正味財産期末残高は、８億４，０

４４万円となっており、前年度と比べて９，０５４万円減少した。 

研究所の経常収益は、事業収入や会費収入等自主財源の割合が低く、

依然として市の補助金に対する依存度が高い状況が続いている。 

令和３年度から始まった新たな５年間の中期計画においては、研究に

おける外部資金の獲得について、一層の努力を行うこととしている。 

今後とも、市以外からの外部資金の獲得の拡大等に取り組み、財務体

質の改善を図るとともに、研究成果を地域社会へ還元することで本市の

発展に寄与することが望まれる。 



 

（３）公益財団法人北九州国際交流協会                  

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公益財団法人北九州国際交流協会（以下「交流協会」という。）は

、市及び周辺地域における多文化共生の社会づくりを推進するととも

に、幅広い市民による国際交流活動を推進することにより諸外国との

相互理解と友好親善を深め、もって国際平和に貢献することを目的と

して、平成２年７月２５日に設立された財団法人であり、平成２４年

１０月１日に公益財団法人へと移行した。 

 

（イ）現況 

近年、留学生や技能実習生の増加などにより、本市の外国人市民は

増加傾向にあり、この１０年間で約６，０００人増加している。特に

、新型コロナによる入国制限緩和後に急増し、令和７年３月末現在、

市全体の総人口に占める割合は１．８６％となり、過去最高を記録し

た。 

また、国籍や在留資格の多様化が進み、言語、文化や習慣などの違

いに応じて配慮すべきことも複雑化している。 

急速な社会経済のグローバル化や、外国人労働者の受け入れ拡大が

進む現状を勘案すると、今後、外国人市民の更なる増加が予想される

。そのため、外国人市民が、地域住民として日本人市民と対等に活躍

できる多文化共生の社会づくりが非常に重要となっている。 

このような中、交流協会では「多文化を受け入れ世界に開かれた魅

力ある地域づくりと人づくり」という長期ビジョンの下、令和３年３

月に策定した中期計画に基づき、 

①ポストコロナ時代を見据えた外国人市民のコミュニケーション環

境の充実 

②外国人市民による地域の活性化やグローバル化への貢献 

③地域社会への外国人市民の積極的な参画と多様な担い手の確保 

の３つの目標を掲げ、共生社会の実現に向けた取組を推進している。   

 

（ウ）組織 

交流協会の組織は、次のとおりである。 

 

 



 

（令和７年６月３０日現在） 

 

  

 

 

 

 

                             

                                          

  

（エ）市との関係 

市は、基本財産３億円を全額出捐するほか、交流協会運営や外国人

市民の相談事業に対する補助金を令和６年度は６，１２７万円、令和

７年度は６月末までに３，６８２万円を支出している。また、市は、

コミュニティ通訳派遣事業等に係る委託料を令和６年度は２０４万円

を支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

交流協会の令和６年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は、７

，７６２万円となっており、国の補助金の減等により前年度と比べて１

７０万円減少した。一方、経常費用の合計額は８，２３２万円となって

おり、給与改定による人件費の増等により、前年度と比べて４４２万円

増加した。その結果、当期一般正味財産増減額と当期指定正味財産増減

額に前期末の正味財産期末残高を加えた当期の正味財産期末残高は、３

億３，９１８万円となっており、前年度と比べて１，４３０万円減少し

た。 

交流協会の経常収益は、事業収入等の自主財源の割合が低く、市から

の補助金等が収入の大半を占めている。このため、各種事業をより一層

効果的に行うなどして経営の効率化を図るとともに、賛助会費等の自主

財源の確保に努めることが求められる。 

今後も、外国人市民の増加・多様化の流れの中で、多文化共生施策の

一翼を担う専門組織としての役割を果たされたい。 

理事会 ５人 

 理 事 長（１） 

 専務理事（１） 

 理 事（３）  

総 務 課  ３人 

評 議 員 会 ５人 

監   事 ２人 

事業推進課 １２人 

事務局長（専務理事兼務） 



 

（４）公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム 

ア 事業の概要  

（ア）目的 

公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム（以下「フォーラム

」という。）は、市の「ふるさと創生事業」として選定され、平成２

年１０月２０日に設立された。平成５年１０月１日に労働省（現厚生

労働省）認可の財団法人となり、平成２５年４月１日には内閣府の認

定を受け公益財団法人に移行した。 

フォーラムは、日本及び他のアジア諸国のジェンダー（社会的性別

）問題に関する調査研究及び国際交流等を行うとともに、男女共同参

画社会の形成の推進に関する取組を支援することにより、女性の地位

向上及び男女共同参画社会の形成の推進を図り、もって、日本及び他

のアジア地域相互の発展に寄与することを目的としている。 

  

（イ）現況 

フォーラムは、前記の事業目的を達成するため、「公益目的事業Ⅰ

：日本及びアジア地域のジェンダー問題に関する調査研究、国際協力

・交流等を通じて女性の地位向上を図る事業」として、調査・研究事

業、交流・研修事業、情報収集・発信事業及び国際研修事業を実施す

るとともに、「公益目的事業Ⅱ：男女共同参画に関する事業を通じて

男女共同参画社会の形成を推進する事業」として、市立男女共同参画

センターの指定管理事業と自主事業を実施している。また、「その他

事業Ⅰ：北九州市大手町ビル維持管理事業」として、北九州市大手町

ビルの維持管理事業を、「その他事業Ⅱ：市立男女共同参画センター

の公益目的以外の貸与事業」として、市立男女共同参画センターを公

益目的以外に使用する団体等に対する施設貸与事業を実施するととも

に、「法人事業」として、法人の管理運営を実施している。 



 

（ウ）組織 

フォーラムの組織は、次のとおりである。 

（令和７年６月３０日現在） 

（事務局）

（専務理事兼務）

（男女共同参画センター）

（専務理事兼務） （総務部長兼務）

（交流研究部長兼務）

４人

５人

情報課

事業課事業部長 １人

交流研究部長 １人

所長 １人 管理部長 １人 ６人施設運営課

顧問 ２人

事務局長 １人 総務部長 １人

評議員 ９人

監事 ２人

理事長 １人

専務理事 １人

理事 ７人

相談室 ３人

総務課

国際交流課

企画広報課
(研究室を兼務)

３人

２人

３人

 

（エ）市との関係 

市は、フォーラムの設立に当たり、基本財産３億２，９３５万円の

９１．１％、３億円を出捐しているほか、フォーラムの運営に対する

補助金を支出するとともに、平成１８年度から指定管理者としてフォ

ーラムに市立男女共同参画センターの管理運営を行わせている。 

令和６年度、市はフォーラムに補助金３，６００万円、委託料２億

６，７３７万円を支出している。 

また、令和７年度は、６月末までに補助金１，１００万円、委託料

６，７７２万円を支出している。 

 

 

 



 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

フォーラムの令和６年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は３

億１，６９６万円となっており、前年度と比べて９５４万円減少した。

この主な理由は、市委託金収益が減少したことなどによる。 

また、経常費用の合計額は３億３，２７４万円となっており、前年度

と比べて３０５万円増加した。この主な理由は、委託料が減少したもの

の給料手当が増加したことなどによる。 

その結果、当期一般正味財産増減額と当期指定正味財産増減額に前期

末の正味財産期末残高を加えた当期の正味財産期末残高は、３億４，６

９８万円となっており、前年度と比べて１，５７８万円減少した。 

フォーラムの経常収益は、事業収入等の自主財源の割合が低く、市か

らの補助金及び委託金に対する依存度が高い状況が続いている。このた

め、より一層効率的な事業運営が求められている。 

今後とも、女性の地位向上及び男女共同参画社会の形成の推進を図り 

、もって、日本及び他のアジア地域相互の発展に寄与することが望まれ

る。 

 

 



 

（５）北九州高速鉄道株式会社 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

北九州高速鉄道株式会社（以下「会社」という。）は、軌道法によ

る一般運輸業を主たる事業とするほか、施設の賃貸、公共施設の管理

の受託、広告宣伝等の事業を行うことを目的として、昭和５１年７月

３１日に設立された法人である。 

会社が運行する北九州モノレールは、わが国初の都市モノレールと

して昭和６０年１月９日に開業し、令和７年 1 月に開業４０周年を迎

えた。 

 

（イ）現況 

会社は、前記の事業目的を達成するため、モノレール運輸事業及び

広告業務、月極駐車場、テナント賃貸等の業務を行っている。 

会社の資本金は、令和７年６月末時点で１億円である。 

令和６年度は、輸送人員のコロナ前水準までの早期回復と更なる営

業収益の確保を目標として取り組んできた成果に加え、社会・経済活

動の正常化が進んだことにより、輸送人員が約１，２５４万人となり

、開業以来過去最高を記録した。 

輸送人員の増に伴い運輸収入が増加したことに加え、小倉駅のコイ

ンロッカー増設やサイネージ広告運営受託に伴う広告料収入等も好調

であったことから、営業収益は前年度を大幅に上回り、当期純損益は

令和３年度以降４期連続で利益を計上することができた。 

しかしながら、北九州市では人口減少・高齢化が進展しており、今

後の輸送人員への影響が懸念されることから、引き続き利用促進策の

推進等による輸送人員の確保に努める必要がある。 

また、今後予定している設備更新には多額の資金が必要となること

から、その財源確保に加え、更新費用の低廉化やランニングコストの

低減に向けた設備のスリム化が課題となっている。 

これらの諸課題に備え、将来にわたり確固たる経営基盤を確立する

ため、令和７年４月に策定した新たな中期経営計画において、①輸送

の安全と定時運行の確保、②お客様満足度向上、③輸送人員増と収益

力強化、④設備更新計画の推進、⑤人財の確保と育成、の重点施策を

定め、その方策に取り組んでいる。 

 



 

（ウ）組織等 

会社の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（令和７年６月３０日現在） 

  

（エ）市との関係 

令和７年６月３０日現在の資本金は１億円（１００％市の出資）で

ある。また、市からの借入金残高は６億９，２００万円である。 

市は、モノレールインフラ設備の軌道敷等維持修繕業務等を委託し、

令和６年度は２億２，３７８万円を支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

会社の令和６年度の経営状況を見ると、経常損益は、輸送人員の増に

伴い運輸収入等が増加したものの、人件費高騰や維持修繕費の増加等に

より営業費が前年度を上回り、前年度と比べて５，２００万円減少し、

４億５，６９０万円の利益となった。当期の純損益は、地域公共交通運

行支援金が前年度で終了したこと等に伴い補助金収入が減少し、前年度

と比べて１億９，０７９万円減少し、４億４，９３４万円の利益となっ

       

職員１２９人(役員を除く) 代表取締役社長  1 人 

取締役(非常勤)2 人 

    

  
  

 

    総 務 部 長 1人 総 務 課 長 1人  社員 4 人 

       
       経営計画課長 1 人  社員 3 人 

      営 業 課 長  1 人  社員 6 人 

 
      旅客サービス課長 1 人  社員 47 人 

監査役(常勤) 1 人 

監査役(非常勤)2 人 

        

  業 務 部 長 1人   電 気 課 長 1人  社員 14 人 

     
        施 設 課 長 1人  社員 6 人 

       運 転 課 長 1人  社員 33 人 

 
       車 両 課 長 1人  社員 6 人 

        
          



 

た。 

会社を取り巻く環境の変化や老朽化した諸設備の更新など、厳しい経

営状況が予測されるため、今後とも中期経営計画に基づき、重点施策に

沿った取組を着実に進め、公共交通機関としての使命、役割を果たされ

たい。 

 



 

（６）公益財団法人北九州市どうぶつ公園協会 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公益財団法人北九州市どうぶつ公園協会（以下「協会」という。）

は、公園をはじめとした各種都市施設などの管理運営事業を通じ、健

康で豊かな市民生活の実現のほか、都市機能の増進に寄与することを

目的として、昭和４８年４月１日に財団法人北九州市都市整備公社と

して設立され、平成２５年４月１日に公益財団法人に移行後、平成２

６年４月１日に現在の名称に変更している。 

 

（イ）現況 

協会は、前記の事業目的を達成するため、市から公園の指定管理施

設の管理運営を受託するとともに、自主事業として駐車場管理運営事

業等を実施している。 

 

（ウ）組織 

協会の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（令和７年６月３０日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長   １人 

 

理事    ３人  

監 事   ２人 

事務局      １７人 

到津の森公園   ２３人 

評議員   ５人 



 

（エ）市との関係 

市は、令和６年度末現在、協会の基本財産８千万円を全額出捐する

とともに、到津の森公園等の管理運営について協会を指定管理者とし

ており、令和６年度は協会に委託料１億６，５１４万円を支出してい

る。 

 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

協会の令和６年度の収支状況を見ると、経常収益の合計額は、５億６

，０１９万円となっており、前年度と比べて１，０７４万円減少した。

これは、遊戯施設利用者数の減少により収益事業の事業収益が減少した

ことなどによるものである。 

経常費用の合計額は、５億６，７３４万円となっており、前年度から

３８万円の減少と、ほぼ横ばいで推移した。 

その結果、当期一般正味財産増減額に前期末の正味財産期末残高を加

えた当期の正味財産期末残高は、５億８，３４１万円となっており、前

年度と比べて８８２万円減少した。 

協会の主要事業は到津の森公園の指定管理であるが、人件費や光熱水

費等の高騰により経費の増加が避けられない一方で、集客の伸び悩み、

施設の老朽化、各種事業に取り組むマンパワーの不足が運営上の課題と

なっている。 

今後とも、「到津の森公園将来ビジョン」の基本理念を実現するため

、安定的な収入の確保や効率的な運営を図り、自然環境や動物とのふれ

あいを通じた自然環境教育の推進に努めることを期待する。 

 



 

（７）北九州埠頭株式会社 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

北九州埠頭株式会社（以下「会社」という。）は、北九州港の港湾

機能の公共性を保持するとともに、利用者の利便を増進し、効率的な

運営を図り、もってその機能を最高に発揮させることを目的として、

市と民間企業の共同出資により昭和３２年１０月３０日に設立された

ものである。 

なお、平成８年８月１日、旧社名の「田野浦埠頭株式会社」より、

現在の社名「北九州埠頭株式会社」に商号変更されている。 

 

（イ）現況 

会社は、前記の事業目的を達成するため、港湾施設の性能維持等に

関する市からの受託業務を中心に事業を実施してきており、平成３０

年度から門司地区で受託を開始した港湾施設の維持管理及び運営の指

定管理業務は、令和５年度から指定管理対象区域が北九州港全域に拡

大された。 

 

（ウ) 組織等 

会社の組織は、次のとおりである。 

                     (令和７年６月３０日現在) 

 

 

 
 
 
 
 
             
 
 
 

 

（常勤役職員 合計５２人） 

代表取締役社長  １人 

取締役（常勤）  １人 

取締役（非常勤）３人 

監査役     ２人 

総務部 １人 

業務部 ４人 

業務課 ２９人 

設備技術課 １３人 

総務課 ３人 



 

（エ）市との関係 

市は、発行済株式総数（２５０株、資本金１，０００万円）の５１

．２％を保有するとともに、市港湾施設の指定管理業務及び管理運営

業務等を委託している。 

     令和６年度は委託料等７億１，７０４万円、令和７年度は６月末ま

でに委託料２億７，８６９万円を支出している。 

 

イ 監査の結果 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理さ

れていた。 

 

会社の令和６年度（第６８期）の経営状況を見ると、経常利益は、前

年度と比べて２９５万円増加の１，５０４万円、純利益は前年度と比べ

て１，２７５万円増加の１，４２７万円となった。また、１株当たり７

００円の配当を行っている。 

会社では、中核事業である市港湾施設の指定管理業務や管理運営業務

等の受託業務のほか、船舶給水販売業務や駐車場運営業務などの自主事

業を実施している。 

今後とも、これまで培ってきたノウハウと高い技術力などを活かしな

がら、港湾施設の２４時間３６５日の安定稼動を実現するとともに、安

全で効率的な港湾運営を行い、北九州港の発展と地域産業の振興に貢献

することを期待する。 


